
 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

「詳細な健診（精密健診）」項目の選定について 

 

 精密健診項目の選定に当たっては、以下の基準に該当する者について、特に配慮すると

ともに、受診者の性、年齢、前年の健診結果等についても考慮する。 

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、又は現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されてい

る者は、下記の条件に該当する場合であっても、医師の判断により選択検査の一部又は全

部を省略して差し支えない。 

 

 

（１）心電図検査 

○収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上 

○質問票・質問項目（4～7）※のうち、1 項目以上該当する者 

○肥満（内臓脂肪型肥満を有する者、又は BMI>25 の者） 

○不整脈又は心雑音の認められる者 

 

（２）眼底検査 

 ○心電図検査対象者のうち医師が必要と認める者 

 ○特に、糖尿病が疑われる者（HbA1c6.1％以上）、又は糖尿病の既往歴がある者 

  

（３）尿検査（尿糖、尿蛋白、尿潜血） 

 ○糖尿病あるいは腎疾患の既往歴を有する者のうち医師が必要と認める者 

 

（４）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

※質問票・質問項目（4～７） 

 質問項目 回答 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、

治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれた

り、治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透

析）を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は

６ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい②いいえ

 

 

 

「詳細な健診」項目の選定について 

 

 以下の基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施

する（基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく、受診者

の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある）。その際、健診機関の医師

は、当該健診を必要と判断した理由を医療保険者へ示すとともに、受診者に説明すること。

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されている者

については、詳細な健診を行う必要はない。また、健康診査の結果から、医療機関として

直ちに受診する必要がある者については、受診を勧奨するを行い、医療機関において、診

療報酬により、必要な検査を実施する。 

 

（１）心電図検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（２）眼底検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（３）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

 

【判定基準】 

 ①血糖    ａ 空腹時血糖       100mg/dl 以上 又は 
          ｂ HbA1ｃの場合       5.２％ 以上 

②脂質    ａ 中性脂肪        150mg/dl 以上 又は 
          ｂ HDL コレステロール   40mg/dl 未満 

③血圧    ａ 収縮期       130mmHg 以上   又は 
          ｂ 拡張期        85mmHg 以上 

④肥満    ａ 腹囲 M≧85cm、F≧90cm       又は 

          ｂ BMI≧25 
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